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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】令和2年1月16日(2020.1.16)

【公表番号】特表2019-503890(P2019-503890A)
【公表日】平成31年2月14日(2019.2.14)
【年通号数】公開・登録公報2019-006
【出願番号】特願2018-527139(P2018-527139)
【国際特許分類】
   Ｂ３２Ｂ  29/00     (2006.01)
   Ｂ６５Ｄ  65/40     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ３２Ｂ   29/00     　　　　
   Ｂ６５Ｄ   65/40     　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】令和1年11月25日(2019.11.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱封止を行って無菌の包装容器を形成するための、液体食品又は半液体食品用のセルロ
ースベースのラミネート包装材料（１０ａ；１０ｂ；１０ｃ；１０ｄ）であって、
　紙、板紙、その他のセルロースベース材料から作製されたバルク材料層（１１ａ；１１
ｂ；１１ｃ；１１ｄ）と、
　包装される食品と直接接触することが想定される熱可塑性ポリマーから作製された液密
性の熱封止可能な最内層（１５ａ；１５ｂ；１５ｃ；１５ｄ）と、
　前記バルク材料層と前記最内層との間でラミネートされたバリア層（１２－１３－１４
（ａ；ｂ；ｃ；ｄ））と、
を備え、
　前記バリア層は、プレコーティング材料（１３ａ；１３ｂ；１３ｃ；１３ｄ）でコート
された上、プレコーティング表面上で気相蒸着バリアコーティング（１４ａ；１４ｂ；１
４ｃ；１４ｄ）でさらにコートされている、密な面のバリア紙（１２ａ；１２ｂ；１２ｃ
；１２ｄ）であり、プレコーティング材料は、ポリビニルアルコール（ＰＶＯＨ）、エチ
レンビニルアルコール（ＥＶＯＨ）、デンプン及びデンプン誘導体、ナノ／マイクロ小繊
維セルロースやナノ結晶質セルロースなどのセルロース及びセルロース誘導体、その他の
多糖類及び多糖類誘導体、塩化ポリビニリデン（ＰＶＤＣ）、並びにポリアミドから成る
群から選択されたバリア材料であり、
　前記密な面のバリア紙（１２ａ；１２ｂ；１２ｃ；１２ｄ）は、密度が８００ｋｇ／ｍ
３以上、表面平滑性の値が３００ｍＬ／分ベントセン（ＩＳＯ８７９１－２）未満、厚さ
が６０μｍ以下、坪量が６０ｇ／ｍ２以下、湿潤強度が０．４～０．６ｋＮ／ｍ（ＩＳＯ
３７８１）、透気度が２．０ｎｍ／Ｐａｓ未満（ＳＣＡＮ　Ｐ２６）である、ラミネート
包装材料（１０ａ；１０ｂ；１０ｃ；１０ｄ）。
【請求項２】
　前記密な面のバリア紙は、厚さが２０～４０μｍであり、坪量が２０～４０ｇ／ｍ２、
例えば２５～３５ｇ／ｍ２である、請求項１に記載のラミネート包装材料（１０ａ；１０
ｂ；１０ｃ；１０ｄ）。
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【請求項３】
　前記密な面のバリア紙は、ベントセン表面平滑性の値が２５０ｍＬ／分以下、例えば２
００ｍＬ／分以下である、請求項１又は２に記載のラミネート包装材料（１０ａ；１０ｂ
；１０ｃ；１０ｄ）。
【請求項４】
　前記密な面のバリア紙材料は、引張強度が、交差方向ＣＤにおいて４０～８０ＭＰａ、
例えば５０～７０ＭＰａ、例えば５５～６５ＭＰａであり、機械方向ＭＤにおいて１４０
～１８０ＭＰａ、例えば１５０～１７０ＭＰａ、例えば１５５～１６５ＭＰａである、請
求項１～３のいずれか一項に記載のラミネート包装材料（１０ａ；１０ｂ；１０ｃ；１０
ｄ）。
【請求項５】
　前記密な面のバリア紙材料は、透気度が１．８ｎｍ／Ｐａｓ未満、例えば１．７ｎｍ／
Ｐａｓ以下、例えば０．１～１．７ｎｍ／Ｐａｓ（ＳＣＡＮ　Ｐ２６）である、請求項１
～４のいずれか一項に記載のラミネート包装材料（１０ａ；１０ｂ；１０ｃ；１０ｄ）。
【請求項６】
　前記密な面のバリア紙材料は、引裂抵抗が機械方向ＭＤにおいても交差方向ＣＤにおい
ても２００ｍＮ未満（ＩＳＯ１９７４）である、請求項１～５のいずれか一項に記載のラ
ミネート包装材料（１０ａ；１０ｂ；１０ｃ；１０ｄ）。
【請求項７】
　前記熱封止可能な最内層の前記熱可塑性ポリマーは、ポリオレフィンであり、例えばポ
リエチレンであり、例えばメタロセン触媒鎖状低密度ポリエチレン（ｍ－ＬＬＤＰＥ）と
低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）とのブレンドである、請求項１～６のいずれか一項に記
載のラミネート包装材料（１０ａ；１０ｂ；１０ｃ；１０ｄ）。
【請求項８】
　前記密な面のバリア紙は、熱可塑性ポリマー、例えばポリオレフィン、例えばポリエチ
レン、例えば低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）の結合層（１９ａ、１９ｂ；１９ｃ；１９
ｄ）により、前記バルク材料層にラミネートされている、請求項１～７のいずれか一項に
記載のラミネート包装材料（１０ａ；１０ｂ；１０ｃ；１０ｄ）。
【請求項９】
　前記密な面のバリア紙は、気相蒸着バリアコーティング、例えば金属アルミニウムコー
ティングでコートされている、請求項１～８のいずれか一項に記載のラミネート包装材料
（１０ａ；１０ｂ；１０ｃ；１０ｄ）。
【請求項１０】
　プレコーティングバリア材料は、ＰＶＯＨであり、気相蒸着コーティングは、光学密度
が１．５より大きく、例えば１．８より大きく、例えば２より大きく、例えば２～３であ
る金属化コーティングである、請求項１～９のいずれか一項に記載のラミネート包装材料
（１０ａ；１０ｂ；１０ｃ；１０ｄ）。
【請求項１１】
　前記バルク材料層は、前記ラミネート包装材料内のサンドイッチ構造におけるスペーサ
層として機能するセルロース材料層を備え、前記スペーサ層の密度は、７５０ｋｇ／ｍ３

未満、例えば７００ｋｇ／ｍ３未満である、請求項１～１０のいずれか一項に記載のラミ
ネート包装材料（１０ａ；１０ｂ；１０ｃ；１０ｄ）。
【請求項１２】
　スペーサ層は、密度が１００～６００ｋｇ／ｍ３、例えば２００～５００ｋｇ／ｍ３、
例えば３００～４００ｋｇ／ｍ３の、発泡成形プロセスにより作製された繊維層である、
請求項１～１１のいずれか一項に記載のラミネート包装材料（１０ａ；１０ｂ；１０ｃ；
１０ｄ）。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか一項に記載のラミネート包装材料を備える、液体食品又は半
液体食品用の包装容器（３０ａ；３０ｂ；３０ｃ；３０ｄ）。
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